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１　教育委員会制度

２ 事務局（京都府教育庁）組織（令和７年４月１日）

企画連携係 企業・大学等と連携した教育の推進

　○　首長から独立した行政委員会としての位置付け。

　○　教育委員会は、地域の学校教育、社会教育、文化、スポーツ等に関する事務を担当する機関として、全ての都道府県及び市町村等に
      設置。

美術工芸品、民俗文化財、無形文化財

埋蔵文化財、史跡・名勝・天然記念物、文化的景観

　　　平成27年４月１日より、新制度へ移行。①首長による大綱の策定、②総合教育会議の設置、③教育長と教育委員長を一本化した
    新たな責任者（新教育長）の設置、④教育委員会のチェック機能の強化、⑤国の関与の見直しなどが盛り込まれた。

　○　教育長及び教育委員は、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命。任期は教育長は３年、教育委員は４年で、再任可。

　○　月１～２回の定例会のほか、臨時会や非公式の協議会を開催。

　○　教育委員会は、教育行政における重要事項や基本方針を決定し、それに基づいて教育長が具体の事務を執行。教育長、教育長職務
      代理者、委員（３人）を置く。ただし、条例で定めるところにより、都道府県・指定都市は５人以上、町村は２人以上にすること
      が可能。（京都府は委員数５人）

企画調整

学校体育の振興

保健、学校給食等に係る指導、児童生徒の健康管理

学校安全、防災教育に係る指導

社会体育・運動競技の振興

企画調整・社会教育の振興

女性・成人・青少年・視聴覚教育

企画調整、銃砲刀剣類登録

建造物、伝統的建造物群

特別支援教育の推進

企画調整

高校特色化推進、国際理解

修学資金貸与、奨学金

情報教育、職業教育、生徒指導

教育課程、進路指導

企画調整、教育DX推進、機器等整備、ネットワーク管理・運営

教育DX推進、授業活用支援等

生徒定員、高校教育制度、入学者選抜

高校教育改革

企画調整、教科書、各種補助金、就学支援

免許、認定講習

教育課程、教科指導

生徒指導、進路指導、教科指導

人権教育の推進

幼児教育の推進

企画調整、特別支援教育の振興

教職員の争訟・服務制度、教職員の健康管理

府費負担教職員給与等

教職員人事、服務

教職員人事評価、育成、教職員研修

企画調整、共済組合経理、児童手当

福利厚生事業、共済貸付、財産形成貯蓄

短期給付、組合員資格

長期給付、恩給

市町村公立文教施設整備の援助、助言

企画調整、教職員給与の予算

教職員の給与制度

建　設　係

設　備　係

助　成　係

企画調整係

給与制度係

総合調整、秘書、表彰、危機管理

事務局職員人事、給与、福利厚生

議会、予算、決算、教育局経理

総合企画、広報、市町村教委支援

文書、法規、法人、調査統計

企画調整、学校運営費、教育財産の維持管理

府立学校等施設整備計画、建設工事の入札

府立学校等施設工事の設計・監理・技術指導

府立学校等設備工事の設計・監理・技術指導

指導推進係

教育長 教育次長

教育監
学校危機
管 理 監

学校教育課

特別支援教育課

教員免許係

指導第１係

指導第２係

企　画　係

スポーツ振興係

企画振興係

社会教育主事

企画調整係

建 造 物 係

美術工芸・民俗・無形文化財係

推　進　係

(デジタル学習支援センター)

企画調整係

学校体育係

保健給食係

文化財保護課

社会教育課

保健体育課

服務・安全衛生係

秘書調整係

職員総務係

予　算　係

企画広報係

法　務　係

管　理　係

計　画　係

年　金　係

企画推進係

高校改革係

企画振興係

給与管理係

人　事　係

教職員人材育成係

企画調整係

厚生貸付係

給　付　係

調　整　係

振　興　係

修学支援係

指導第１係

指導第２係

推　進　係

幼児教育推進係

企画調整係

学校安全防災係

記 念 物 係

教職員企画課

管理課

総務企画課

高校改革推進室

福利課

教職員人事課

人権教育室

幼児教育センター

教育DX推進課

高校教育課

教育共創室

管理部

指導部
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附　属　機　関

乙訓教育局 総　　務　　課

指導主事

学校教育、学校保健、給食、体育、社会教育、文化財

教職員人事・服務、教職員研修、教職員評価制度

庶務、公立文教施設、広報、教職員福利厚生

山城教育局 学　　務　　課

教　　育　　局 企 画 教 育 課南丹教育局

社会教育主事

中丹教育局 学校教育担当

丹後教育局 社会教育担当

(教育DX推進課) 推　　進　　係

【デジタル学習支援センター】

埋蔵文化財事務所

地域教育支援部

企画総務部 企 画 調 整 課

北部研修所

企 画 研 究 部

研修 ・ 支援部

教 育 相 談 部

人材育成支援室

府総合教育センター 総　　務　　部

特別支援教育部

府 立 図 書 館 連 携 支 援 課

利用サービス課

情報サービス課

府立るり渓少年自然の家

府立山城郷土資料館 総 務 課

府立丹後郷土資料館 資 料 課 資料の調査、収集、保管、展示

特別支援学校

府  立  学  校 高等学校

地方機関

図書サービス部

中 学 校

12校（４分校）

46校（５分校）

４校

名　　称 根　拠　規　定 担　当　事　務 委員数

京都府いじめ防止
対策推進委員会

教育相談、研修

特別支援教育の研究、研修

庶務、会計、総合調整

教科、領域、幼児教育、研修支援

研究・研修事業の総合企画及び調整、情報教育の研究・推進

教育DX推進、授業活用支援等

京都府教科用図書
選定審議会

義務教育諸学校の教科
用図書の無償措置に関
する法律第11条

義務教育諸学校において使用する教科用図書の採
択についての基準及び選定に必要な資料の作成に
ついての調査審議及び建議

20人
４月１日

～
８月31日

指導部
学校教育課

学校における人材育成を支援するための相談･指導･助言、

庶務、総合企画及び調整

教育機関

教科及び特別支援教育の研究、研修、教育相談

調査研究

主 管 課 等任　期

用者への閲覧・貸出

資料の収集・保存及び資料目録、来館利

市町村立図書館及び学校等との連携支援

図書館情報ネットワークシステムの管理

庶務、広報、普及啓発活動

いじめ防止対策推進法
第14条

いじめ防止等の対策についての調査審議
及び重大事態に係る調査

７人以内 ２年
指導部
学校教育課

京都府産業教育審
議会

産業教育振興法第11条
産業教育に関する事項についての調査審
議及び建議

15人 ３年
指導部
高校教育課

京都府立図書館協
議会

図書館法第14条
図書館の運営及び図書館の行う図書館奉
仕についての意見陳述

10人以内 ２年 府立図書館

京都府文化財保護
審議会

文化財保護法第190条
文化財の保存及び活用に関する重要事項
についての調査審議及び建議

20人以内 ２年
指導部
文化財保護課

京都府教育職員免
許状再授与審査会

教育職員等による児童
生徒性暴力等の防止等
に関する法律第23条

特定免許状失効者等に対する教育職員免
許状再授与にあたる意見陳述

５人以内 ２年
指導部
学校教育課

京都府指定管理者
等選定審査会

京都府の施設の管理等
に関する条例第７条

府の施設の管理及び活用に関する重要事
項の調査審議

６人以内 ２年
指導部
社会教育課

京都府スポーツ推
進審議会

スポーツ基本法第31条
スポーツの推進に関する重要事項につい
ての調査審議

20人以内 ２年
指導部
保健体育課

京都府社会教育委
員会議

社会教育法第15条
社会教育に関する諸計画の立案、意見陳
述及び研究調査

15人 ２年
指導部
社会教育課
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３ 所管事務の概要 
 
 
 ［管 理 部］ 
 
  総 務 企 画 課 
   ○ 教育委員会の会議及び秘書事務 
   ○ 教育、文化に功績のあるものの顕彰事務 
    ○ 職員(府立学校職員及び府費負担教職員を除く。)の人事、服務並びに給与に関する事務 
   ○ 府議会に関する事務 
   ○ 教育委員会所管各課の予算見積及び予算の執行及び調整に関する事務 
   ○ 支出及び収入の決算及び監査に関する事務 
   ○ 教育局予算の執行に関する事務 
   ○ 教育行政の総合企画及び調整に関する事務 
     ○ 教育委員会所管の広報事務 
   ○ 市町（組合）教育委員会の組織、一般的運営に関する指導及び助言 
   ○ 公文書類の収受、配分、配送及び保存事務 
   ○ 条例案、その他文書類の審査に関する事務 
   ○ 教育行政全般に関する調査及び統計事務 
    ○ 教育行政相談に関する事務 
      
  管 理 課 
    ○ 府立学校運営費予算に関する事務 
   ○ 府立学校の用地取得に関する事務 
   ○ 行政財産及び物品の管理に関する事務 
    ○ 府立学校等の文教施設の整備及び維持管理に関する事務 
   ○ 市町村の文教施設の施設整備計画及びその実施に関する助言 
   ○ 文教施設に関する国の交付金等に係る事務 
 
  教職員企画課 
   ○ 学校教職員の勤務条件、服務、給与等に関する事務 

○ 学校教職員に対する給与等の支払事務 
   ○ 学校教職員に係る争訟事務 
    ○ 学校教職員の職員団体に関する事務 

○ 学校教職員の事務の効率化に関する事務 
○ 学校教職員の健康管理に関する事務 

 
  教職員人事課 
    ○ 学校教職員の任免、服務等人事事務 
   ○ 学校教職員の定数に関する事務 
    ○ 学校教職員の人事評価に関する事務 

○ 学校教職員の研修の総合企画、調整及び実施に関する事務（総合教育センターが行う研  
修を含む。） 

  
  福 利 課 
   ○ 公立学校共済組合に関する事務 
   ○ 学校職員の児童手当に関する事務 
   ○ 京都府教職員住宅の管理事務 
   ○ 学校職員の財産形成貯蓄に関する事務    
    ○ 学校職員等の恩給に関する事務 
 
 
 
 ［指 導 部］ 
 

高校改革推進室 
 ○ 府立高等学校改革に関する次の事務 
  (1) 施策の企画立案及び推進 
  (2) 施策の実施に関する総合調整 
  (3) 施策の実施に伴う高校教育の専門的事項に関する指導と助言 
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 ○ 高等学校及び府立中学校の設置廃止の認可、届出の受理等に関する事務 
 ○ 府立高等学校及び府立中学校の通学区域の設定及び変更に関する事務 
 ○ 高等学校及び府立中学校の入学者選抜に関する事務 

 
  学 校 教 育 課 
   ○ 学校（高等学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校を除く。）の設置廃止の認可、 
    届出の受理等に関する事務 
   ○ 学校（高等学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校を除く。）における理科教育、 
    人権教育、学校図書館教育及びへき地教育の振興に関する事務 
   ○ 小学校・中学校・義務教育学校における教育に関する次の事務 
    (1) 学校管理に関する指導、助言 
    (2) 教育課程の編成及び実施その他教育に関する指導及び助言 
    (3) 生徒指導に関する指導及び助言 
    (4) 研究大会、講習会、研究指定校等に関すること 
    ○ 教科用図書の採択及び給与に関する事務 
   ○ 就学奨励に関する事務 
   ○ 教育職員免許法に基づく事務 
   ○ 大学等における教員養成への協力に関すること 
   ○  総合教育センターに関すること 
  
  （人権教育室） 
   ○ 人権教育の総合企画及び調整に関する事務 
   ○ 人権教育の推進に関する指導及び援助 
   ○ 人権教育の調査及び研究 
   ○ その他人権教育に関する事務（他課の所掌に属する事務を除く。） 
 
  （幼児教育センター） 
     ○ 幼児教育に関する次の事務 

  (1) 幼児教育施設に関する訪問及び助言 
       (2) 教職員研修に関する事務 

  (3) 調査及び研究 
 
  特別支援教育課 
   ○ 特別支援教育の企画及び調整に関すること 
   ○ 特別支援学校の設置廃止の認可、届出の受理等に関する事務 
     ○ 特別支援学校における産業教育、理科教育、人権教育及び学校図書館教育の振興に関する事務  
   ○ 特別支援学校における教育に関する次の事務 
    (1) 学校管理に関する指導及び助言 
    (2) 教育課程の編成及び実施その他教育に関する指導及び助言 
    (3) 生徒指導に関する指導及び助言 
    (4) 研究大会、講習会、研究指定校等に関すること 
    (5) 教育の情報化の推進に関すること 
     ○ 府立特別支援学校の通学区域の設定又は変更に関する事務 
     ○ 特別支援学校の教科用図書に関する事務 
   ○ 特別支援学校の就学に関する事務 
   ○ 府立特別支援学校の幼稚部・高等部の募集に関する事務 
   ○ 府立特別支援学校の設備（スクールバス等）の整備に関する事務 
   ○ 特別支援学級等の設置に関する助言 
     ○ 府立特別支援学校の教材の取扱いに関する事務 
 
  高 校 教 育 課 
   ○ 高等学校及び府立中学校における産業教育、理科教育、人権教育、学校図書館教育 
       及び情報教育の振興に関する事務 
    ○ 府立高等学校及び府立中学校の施設、設備の整備充実に関する企画 
   ○ 英語指導助手に関する事務 
    ○ 高等学校の生徒の修学支援に関すること 
   ○ 高等学校における定時制教育、通信制教育の振興に関する事務 
   ○ 高等学校及び府立中学校における教育に関する次の事務 
    (1) 学校管理に関する指導及び助言 
    (2) 教育課程の編成及び実施その他教育に関する指導及び助言 
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    (3) 生徒指導に関する指導及び助言 
    (4) 研究大会、講習会、研究指定校等に関する事務 
    (5) 教育の情報化の推進に関する事務 
   ○ 高等学校及び府立中学校の教科用図書に関する事務 
    ○ 府立高等学校及び府立中学校の教材の取扱いに関する事務 
   ○ 高等学校卒業程度認定試験に関する事務 
    ○ 高等学校及び府立中学校の設置廃止の認可、届出の受理等に関する事務（高校改革推進 
    室の所掌に属するものを除く。） 
 

（教育共創室） 
   ○ 企業や大学等と連携した教育の推進に関すること 
 
  教育 DX 推進課 
     ○ デジタル技術を活用した教育の変革に係る企画及び総合調整に関すること 
   ○ 教育の情報化の推進の総括に関すること 
   ○ 情報セキュリティに関すること 
   ○ 府立学校における情報機器等の整備（他課の所掌に属するものを除く。）に関すること 
   ○ 京都府教育情報ネットワークシステム等の企画、管理及び運営に関すること 
   ○ 府立学校並びに市町村立小学校、中学校及び義務教育学校の教育活動における情報機 
       器等の活用に対し、支援すること 
   ○ デジタル教科書その他のデジタルコンテンツの利活用に関すること 
  
  保 健 体 育 課 
   ○ 学校における健康安全教育・体育に関する次の事務 
    (1) 実施に関する指導及び助言 
    (2) 手引書、指導書、参考書等の作成及び提供に関すること 
    (3) 研究会、講習会、その他催しの主催等に関すること 
   ○ 児童生徒の健康管理 
   ○ 学校医、学校歯科医、学校薬剤師、その他学校保健関係者に対する指導及び助言 
   ○ 学校給食に関する企画、指導及び助言 
   ○ 公益財団法人京都府学校給食会に関すること 
     ○ 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害給付事務に関すること 
   ○ 府民の体育・スポーツ及びレクリエーション活動の振興並びにその指導者の養成 
   ○ スポーツ関係団体に対する指導、助言及び援助 
   ○ 競技スポーツの振興に関する企画、指導、助言及び援助 
    
  社 会 教 育 課 
   ○ 社会教育の振興に関する調査及び企画立案 
   ○ 社会教育に関する団体、社会教育指導者その他関係者に対する指導、助言及び援助 
   ○ 家庭教育に関する学習の機会を提供するための事業に関する援助及び助言 
     ○ 体験活動等の機会を提供する社会教育事業に関する援助及び助言 
   ○ 青少年教育に関する援助及び助言 
   ○ 公民館及び図書館の設置及び管理に関する指導及び調査 
   ○ 社会教育主事の資格の認定及び学芸員の推薦 
   ○ 府立図書館に関すること 
   ○ 府立少年自然の家に関すること 
   ○ 視聴覚教育の設備、器材の管理及び利用の提供 

 ○  京都府社会教育委員に関すること 
○ 京都府指定管理者等選定審査委員会教育委員会部会に関すること 
 

  文化財保護課 
   ○ 文化財保護法及び府文化財保護条例に基づく事務 
   ○ 府文化財保護審議会に関する事務 
   ○ 銃砲刀剣類の登録事務等に関すること 
   ○ 文化財の保存と活用に関すること 
   ○ 府立郷土資料館に関すること 
   ○ 埋蔵文化財事務所に関すること 
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 ［地方機関］ 
 
  教 育 局 
    本庁の出先機関として、管内の市町（組合）教育委員会、学校（府立学校を除く。）との 
   連絡、調整、指導及び助言を行う。 
    主たる業務は 
   ○ 学校教育に関する指導及び助言 
   ○ 社会教育に関する指導及び助言 
   ○ 市町（組合）教育委員会に対する連絡、調整、指導及び助言 
   ○ 教職員の人事及び福利厚生等に関する事務 
 
  埋蔵文化財事務所 
    埋蔵文化財の調査並びに資料の整理及び保存に関する事務を処理させるため、次の事務を  
    行う。 
   ○ 埋蔵文化財の調査に関すること 
   ○ 出土品その他の資料の整理及び保存に関すること 
   ○ 遺跡台帳の作成に関すること 
 
 
 ［教育機関］ 
 
  総合教育センター 
    本府における教育の振興を目的として、次の事業を行う。 
   ○ 教育に関する専門的、技術的事項の研究 
   ○ 教育関係職員の研修の企画、調整及び実施 
   ○ 教育相談 
   ○ 教育に関する図書、資料の収集及び活用 
 
  図 書 館 
    図書館法に基づき、次の事業を行う。 
   ○ 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般の利用に供すること 
   ○ 図書館資料の利用のための相談に応じること 

○ 他の図書館と協力し、資料の相互貸借を行うこと 
 
  少年自然の家 
    自然の中で、集団宿泊生活を通じて心身ともに健全な少年の育成を図るため、次の事業を 
   行う。 
   ○ 少年の野外活動の助長に関すること 
   ○ 少年の団体活動の助長に関すること 
   ○ その他少年の健全育成に関すること 
 
  郷 土 資 料 館 
    郷土についての歴史資料、考古資料、民俗資料等の保存及び活用を図り、もって府民の文  
    化的向上に資するため、次の事業を行う。 
   ○ 文化財保護の普及啓発に関すること 
   ○ 文化財、文化資料等の収集、保存、公開、調査、研究及びその他文化財の保護に関する  
      こと 
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４ 教育委員会所管公所等所在地別一覧 

 

 

市 町 村 名 公 所 等 名 

 京 都 市 

 総合教育センター、図書館、洛北高校附属中学校、山城高校、 

 清明高校、鴨沂高校、洛北高校、北稜高校、朱雀高校、洛東高校、 

 鳥羽高校、嵯峨野高校、北嵯峨高校、北桑田高校、桂高校、洛西高校、 

 桃山高校、東稜高校、洛水高校、京都すばる高校、盲学校、聾学校 

 向 日 市  乙訓教育局、埋蔵文化財事務所、向陽高校 

 長 岡 京 市  乙訓高校、西乙訓高校、向日が丘支援学校 

 宇 治 市  東宇治高校、莵道高校、城南菱創高校、宇治支援学校 

 城 陽 市  城陽高校、西城陽高校、城陽支援学校 

 八 幡 市  京都八幡高校、同南分校、八幡支援学校 

 京 田 辺 市  山城教育局、田辺高校 

 木 津 川 市  山城郷土資料館、南陽高校附属中学校、木津高校、南陽高校 

 久 御 山 町  久御山高校 

  井 手 町  井手やまぶき支援学校 

 精 華 町  南山城支援学校 

 亀 岡 市  亀岡高校、南丹高校、丹波支援学校亀岡分校 

 南 丹 市 
 南丹教育局、るり渓少年自然の家、園部高校附属中学校、園部高校、 

 農芸高校、北桑田高校美山分校、丹波支援学校 

 京 丹 波 町  須知高校 
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市 町 村 名 公 所 等 名 

 綾 部 市  中丹教育局、総合教育センター北部研修所、綾部高校、同東分校 

 福 知 山 市 
 福知山高校附属中学校、福知山高校、同三和分校、工業高校、 

 大江高校、中丹支援学校 

 舞 鶴 市 
 東舞鶴高校、同浮島分校、西舞鶴高校、舞鶴支援学校、同行永分校、 

 盲学校舞鶴分校、聾学校舞鶴分校 

 宮 津 市 
 丹後教育局、丹後郷土資料館、海洋高校、 

 宮津天橋高校宮津学舎 

 京 丹 後 市 
 峰山高校、丹後緑風高校網野学舎、同久美浜学舎 

 清新高校 

 与 謝 野 町  宮津天橋高校加悦谷学舎、与謝の海支援学校 
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５ 府立学校設置年度及び設置学科等 

 

（１）中   学   校（令和７年度募集分） 洛北高等学校附属中学校  平成 16 年度設置 

                                                              南陽高等学校附属中学校  平成 30 年度設置 

                                                              園部高等学校附属中学校  平成 18 年度設置 

                                福知山高等学校附属中学校  平成 27 年度設置 

（２）高 等 学 校（令和７年度募集分） 

（全日制課程）                              （定時制課程） 

 

 

 

 

 

  区 分 

 

 

 

学校名 

 

設置 

 

年度 

 

設 置 学 科  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 校 名 

 

 

 

 

分校名 

 

 

設 置 学 科  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

普 

 

 

通 

農 

 

 

業 

工 

 

 

業 

商 

 

 

業 

水 

 

 

産 

家 

 

 

庭 

情 

 

 

報 

福 

 

 

祉 

体 

 

 

育 

そ専 

の門 

他学 

 科 

総 

合 

学 

科 

普 

 

 

通 

農 

 

 

業 

商 

 

 

業 

家 

 

 

庭 

総

合

学

科 

 1 山  城 Ｓ23 ○         ○  清  明  ○     

 2 鴨  沂 Ｓ23 ○           朱  雀  ○     

 3 洛  北 Ｓ25 ○         ○  鳥  羽  ○     

 4 北  稜 Ｓ55 ○           桃  山  ○  ○   

 5 朱  雀 Ｓ23 ○           北 桑 田 美山  ○  〇  

 6 洛  東 Ｓ29 ○           綾  部 東 ○     

 7 鳥  羽 Ｓ59 ○         ○  福 知 山 三和  ○  〇  

 8 嵯 峨 野 Ｓ25 ○         ○  東 舞 鶴 浮島 ○     

 9 北 嵯 峨 Ｓ50 ○           清  新      ○ 

10 北 桑 田 Ｓ23 ○ ○          計 5校 4分校 ６ ２ １ ２ １ 

11 桂 Ｓ23 ○ ○           

                                         

   （通信制課程） 

12 洛  西 Ｓ55 ○           

13 桃  山 Ｓ23 ○         ○  

14 東  稜 Ｓ52 ○            

 

 

学 校 名 設 置 学 科 

15 洛  水 Ｓ53 ○              朱    雀   普  通  科 

16 京都すばる Ｓ60    ○   ○        西  舞  鶴   普  通  科 

17 向  陽 Ｓ50 ○            

       単位制による課程を設置 

    する高等学校（再掲） 

18 乙  訓 Ｓ39 ○        ○   

19 西 乙 訓 Ｓ59 ○           

20 東 宇 治 Ｓ49 ○            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  学 校 名   課  程   設 置 学 科 

21 莵 道 Ｓ60 ○           
山  城 全日制   普 通 科 

  文理総合科 22 城南菱創 Ｈ21 ○         ○  

23 城  陽 Ｓ47 ○           清  明 定時制   普 通 科 

24 西 城 陽 Ｓ58 ○           
洛  北 全日制   普 通 科 

  ｻ ｲ ｴ ﾝ ｽ 科  25 京都八幡 Ｈ19 ○           

26 京都八幡 南分校 Ｈ19        ○  ○  
朱  雀 定時制   普 通 科  

27 久 御 山 Ｓ55 ○           通信制   普 通 科 

28 田  辺 Ｓ38 ○  ○         

鳥  羽
 全日制   普 通 科 

  ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ科   29 木  津 Ｓ23 ○ ○  ○        

30 南  陽 Ｓ61 ○         ○  定時制   普 通 科  

31 亀  岡 Ｓ23 ○         ○  
桃  山 定時制   普 通 科  

  商 業 科  32 南  丹 Ｓ54           ○ 

33 園  部 Ｓ23 ○           
城南菱創 全日制   普 通 科 

  教養科学科   34 農  芸 Ｓ58  ○          

35 須  知 Ｓ23 ○ ○          
亀  岡 全日制   普 通 科 

  探究文理科   36 綾  部 Ｓ23 ○           

37 綾部 東分校 Ｓ55  ○          南  丹 全日制   総 合 学 科  

38 福 知 山 Ｓ23 ○         ○  大  江 全日制   地域創生科   

39 工  業 Ｓ38   ○         西 舞 鶴 通信制   普 通 科 

40 大  江 Ｓ23           ○ 
宮津天橋 宮津学舎 全日制   普 通 科 

  建 築 科  41 東 舞 鶴 Ｓ23 ○           

42 西 舞 鶴 Ｓ23 ○         ○  宮津天橋 加悦谷学舎 全日制   普 通 科 

43 海  洋 Ｓ23     ○       
丹後緑風 網野学舎 全日制   普 通 科 

  企画経営科   44 宮津天橋 宮津学舎 Ｒ元 ○  〇         

45 宮津天橋 加悦谷学舎 Ｒ元 ○           
丹後緑風 久美浜学舎 全日制  ｱｸﾞﾘｻｲｴﾝｽ科 

みらいｸﾘｴｲﾄ科  46 峰  山 Ｓ23 ○  ○         

47 丹後緑風 網野学舎 Ｒ元 ○   ○        清    新 定時制   総 合 学 科  

48 丹後緑風 久美浜学舎 Ｒ元  ○        ○  

計 

42 校 

4 学舎 

2 分校 

39 ７ ４ ３ １ ０ １ １ １ 12 ２ 
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（３）特別支援学校 

 

    区 分 
 
 
 学校名 

設 置 年 度 

設 置 部 

 障 害 種 別 
 幼 
 稚 
 部 

 小 
 学 
 部 

 中 
 学 
 部 

 高 
 等 
 部 

 盲 学 校  明治１１年  ○  ○  ○  ○  視 覚 障 害 

 盲 学 校 
 
 舞 鶴 分 校 

 昭和２７年  ○  ○       〃 

 聾 学 校  明治１１年  ○  ○  ○  ○  聴 覚 障 害 

 聾 学 校 
 
 舞 鶴 分 校 

 昭和２７年  ○  ○       〃 

 向 日 が 丘 
 
 支 援 学 校 

 昭和４１年  ○  ○  ○ 
 知 的 障 害 
 
  肢 体 不 自 由 

 宇治支援学校  平成２２年   ○  ○  ○ 〃 

 城陽支援学校  昭和６０年   ○  ○  ○ 
 知 的 障 害 
  肢 体 不 自 由 
  病 弱 

 八幡支援学校   平成２１年   ○  ○  ○ 
  知 的 障 害 
 
  肢 体 不 自 由 

 井手やまぶき 
 
 支 援 学 校 

  令 和 ３ 年   ○  ○  ○ 〃 

 南山城支援学校  昭和５６年   ○  ○  ○ 〃 

 丹波支援学校  昭和５３年   ○  ○  ○     〃 

 丹波支援学校 
 
 亀 岡 分 校 

 昭和５５年   ○  ○      〃 

 中丹支援学校  昭和５８年  ○  ○  ○     〃 

 舞鶴支援学校   平成１６年   ○  ○  ○         〃 

 舞鶴支援学校 
 
 行 永 分 校 

 平成１７年   ○  ○  
肢 体 不 自 由 

 
 病 弱 

 与 謝 の 海 
 
 支 援 学 校 

 昭和４４年   ○  ○  ○ 
 知 的 障 害 
 
  肢 体 不 自 由 
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    （単位：千円、％）　

Ｒ ６年 度 差引増減額 前年比

国  　庫 そ の 他 一般財源 予算額（Ｂ） (A)-(B) (A)/(B)

教 育 総 務 費 14,794,972 448,930 6,711,032 7,635,010 20,015,033 △ 5,220,061 73.9

小 学 校 費 38,437,320 9,719,803 11,813 28,705,704 37,326,031 1,111,289 103.0

中 学 校 費 22,640,039 5,337,971 7,362 17,294,706 21,478,098 1,161,941 105.4

高 等 学 校 費 38,855,914 3,840,120 8,058,020 26,957,774 38,782,009 73,905 100.2

特 別 支 援 学 校 費 17,450,443 2,353,336 2,500,435 12,596,672 15,257,707 2,192,736 114.4

社 会 教 育 費 632,303 2,185 23,000 607,118 739,967 △ 107,664 85.5

文 化 財 保 護 費 5,414,562 34,554 4,983,284 396,724 2,622,957 2,791,605 206.4

保 健 体 育 費 792,697 23,773 206,473 562,451 807,369 △ 14,672 98.2

計 139,018,250 21,760,672 22,501,419 94,756,159 137,029,171 1,989,079 101.5

              （単位：千円、％）

差引増減額 前年比

予算額 (A) 割　　合 予算額 (B) 割　　合 (A)-(B) (A)/(B)

人　件　費 109,189,647 78.5 110,136,414 80.4 △ 946,767 99.1

事　業　費 29,828,603 21.5 26,892,757 19.6 2,935,846 110.9

計 139,018,250 100.0 137,029,171 100.0 1,989,079 101.5

令和７年度　当初予算総括表

（令和６年度２月補正予算含む）

予算額（Ａ）

２　性質別予算

区　　分
７ 年 度 ６ 年 度

１　目的別予算

項　　　別
同　　　　左　　　　財　　　　源

６　令和７年度教育委員会関係予算　
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○令和７年度当初予算主要事項
（単位：千円）

事　　項 予　算　額 事　 業　 の 　概　 要 課　　名

京の高校生探究パートナーシップ事業費 7,000
府立高校と京都市立高校の生徒が連携して探究活動に取り組む
ことにより、高校生の学びの充実を図り、子どもたちが未来の創り
手として成長し続けるための力を育成する。

高校教育課

「学び・繋がる未来の扉」 京都プロジェクト事業費 40,580
経済的条件・地域条件に関わらず、全ての子どもたちが夢に向
かって挑戦できる環境を構築し、意欲ある生徒の力を存分に伸ば
す学習機会を創出する。

高校教育課
教育DX推進課

あんしん「子育て－教育」 京都プロジェクト事業費 7,000
保護者の不安や悩みに寄り添い、解決に導くための「子育て－教
育コンシェルジュ」を設置し、子育て・教育相談の体制を構築

学校教育課
高校教育課
社会教育課

子どもの教育のための総合交付金 300,000
府と市町村が一体となって「教育環境日本一」に向けた取組を進
めるため、地域の実情に応じた特色ある取組を支援する。

総務企画課

京都式「教育ＤＸ」推進事業費 7,640,184
児童生徒や学校がＩＣＴの利活用を効果的に進めることができる
環境を整え、誰一人取り残すことのない一人一人に応じた最適な
学びの実現など、新しい時代に対応した教育の確立を図る。

教職員企画課
学校教育課
特別支援教育課
高校教育課
教育DX推進課

令和の京都式教育指導体制推進費 4,472,390
義務教育９年間を見通し、児童生徒や学校の実態に即して必要
な教員を配置し、一人一人の児童生徒に確かな学力を定着させ
るとともに、新しい時代にふさわしい質の高い教育の実現を図る。

教職員人事課
学校教育課

効果の上がる学力対策事業費 51,001
児童生徒に確かな学力が身につくよう、基礎基本の徹底や個別
課題に対応するための取組を充実し、学力向上に向けた実践的・
効果的な支援を実施する。

学校教育課

京都グローバル人づくり事業費 484,384

「聞く」、「話す」など、小・中・高校生の英語によるコミュニケーショ
ン能力の育成を図るとともに、高校生の海外留学支援などを通じ
て、多様な文化を理解し尊重する資質や能力を備え、国際社会で
活躍できるグローバルな人材を育成する。

教職員人事課
学校教育課
高校教育課

夢に応えられる府立高校づくり事業費 74,163
生徒一人一人に応じた教育と時代の変化に対応した教育の実践
により、生徒の個性や能力を最大限に伸ばし、希望進路の実現を
図る。

高校教育課
高校改革推進室

特別支援教育充実事業費 338,654

小・中学校の通常の学級及び府立高等学校に在籍する発達障害
等により教育上特別の支援を必要とする児童生徒に対して、適切
な教育的支援や支援体制の整備等を先導的に行うため、非常勤
講師を配置し、特別支援教育の充実を図る。

教職員人事課
特別支援教育課
高校教育課

特別支援学校職業教育等充実事業費 26,291
府立特別支援学校児童生徒の職業的自立を促進し、希望進路を
実現するための職業教育及び就労支援の充実を図る。

教職員企画課
特別支援教育課

特別支援教育総合推進事業費 23,004

発達障害を含む障害のある子ども一人一人の教育ニーズに応じ
て、自立と社会参加を目指す一貫した特別支援教育を推進する。
特別支援学校における文化スポーツ活動やボランティア活動等を
通して、共生社会の実現に向けた地域社会との交流及び理解啓
発を推進する。

特別支援教育課
高校教育課

医療的ケア児支援強化事業費 38,000
医療的ケア児及びその家族への負担軽減のため、医療的ケア児
等支援センターの運営や府立特別支援学校における通学時の支
援を実施

特別支援教育課

幼児教育の質向上・課題解決事業費 6,000
京都府の幼児教育推進の拠点として設置した京都府幼児教育セ
ンターを中心に、幼児教育の質の向上や、小学校教育への円滑
な接続を図る。

学校教育課

いじめ防止・不登校支援等総合推進事業費 673,601
学校等における問題の早期発見・早期対応、児童生徒・保護者か
らの相談への対応など、いじめ、不登校、問題行動等に対する総
合的なサポート体制の充実を図る。

学校教育課
高校教育課
社会教育課

部活動活性化体制構築推進事業費 104,403
少子化の中でも、将来にわたりすべての子どもたちがやりたいス
ポーツ・文化芸術活動に親しむことができる機会の確保に向けた
施策を推進

学校教育課
保健体育課

12



事　　項 予　算　額 事　 業　 の 　概　 要 課　　名

京のアスリート・ゴールドプラン推進事業費 182,920
競技人口の拡大・普及からトップアスリートの育成まで、各段階に
おける京都ゆかりのスポーツ選手を育て、府内の競技力向上を
図る。

保健体育課

高校生等修学支援事業費 4,803,740
教育の機会均等を図るため、修学資金や就学支援金などにより
高校生の修学を支援する。

高校教育課

教員人材確保・資質向上事業費 13,810

教員不足解消のため教員免許保有者をはじめとした新たな人材
の学校現場への入職を支援するとともに、日本学生支援機構の
奨学金の返還金を一部補助することで教員志願者を確保する。
加えて、複雑化・多様化する教育課題に適切に対応するため、教
員の資質能力向上のための取組を実施する。

教職員人事課

教職員の働き方改革推進費 1,954,142
教育の質を高めるため、教職員の意識改革を行うとともに、外部
人材の活用などにより、教員が授業や授業準備等に集中できる
環境を構築する.

教職員企画課
教職員人事課
学校教育課
高校教育課
保健体育課

災害時学校支援チーム創設事業費 1,000
災害発生時における学校教育活動の早期再開を支援する体制を
構築するため、京都府災害時学校支援チーム「Ｄ-ＥＳＴ京都」を
創設する。

保健体育課

府立学校施設整備費 5,731,753

学校施設の計画的な改修による長寿命化の推進や、老朽化した
学校施設の改修工事等の実施のほか、近年の猛暑にも対応でき
る、安心・安全な教育環境を整備し、災害時における避難所として
の機能強化を図る。
また、教育と福祉の総合的な連携による切れ目のない支援や教
育環境の実現に向けて、長岡京市の共生型福祉施設構想と連携
し、「向日が丘支援学校改築基本構想」に基づき校舎等を全面改
築する。

管理課
特別支援教育課

子どものための地域連携事業費 54,957
幅広い地域住民や地域の多様な機関・団体等の参画を得て、地
域社会全体で子どもの成長を支える様々な地域学校協働活動の
統合・ネットワーク化の推進を図る。

社会教育課

家庭教育支援事業費 5,055
家庭教育はすべての教育の出発点であり、保護者が自信を持ち
安心して子どもの教育にかかわれるよう、福祉や地域社会等と連
携し、家庭教育を支援する。

社会教育課

高校生伝統文化事業費 15,576

日本・郷土の伝統文化を尊重する態度の育成にあたり、京都府に
ゆかりの深い茶道や華道、古典など様々な有形・無形の文化に
関する学習に取り組み、伝統文化への関心を高めるとともに、豊
かに生きる力をはぐくむ。

高校教育課

丹後郷土資料館整備推進費 3,198,000
丹後郷土資料館について、丹後地域の歴史文化の探訪・観光の
拠点施設となるハブ・ミュージアムを目指し、リニューアル整備を
実施する。

文化財保護課

京の史跡・歴史遺産活用整備事業費 12,500
現在の国の礎となった「恭仁宮」（国指定史跡）の特別史跡昇格を
目指すとともに、広く知り・触れるための環境整備や、府南部の文
化観光の拠点とするための検討や取組を実施。

文化財保護課

文化財保存活用支援事業費 154,840
文化財の「保存」と「活用」の両輪により府内文化財を後世に継承
するため、府内文化財の修理等に対する助成や文化・観光と連
携した文化財の活用を支援する取組等を実施する。

文化財保護課

文化財保護強化事業費 145,000
府内の貴重な文化財を災害破損・流出防止等の観点から早期保
護を図るため、文化財等の保存修理や防犯・防災対策としての整
備に対する助成等を実施する。

文化財保護課

歴史的建造物等保存伝承事業費 1,407,006
文化財を良好な状態で後世に継承するため、建造物等の保存修
理や文化財維持管理等に要する経費の補助等を実施する。

文化財保護課

災害時文化財保護体制強化事業費 1,000
大規模災害発生時において、文化財の被災状況を速やかに把握
し、文化財の保護活動や早期復旧につながる体制を構築する。

文化財保護課
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-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

16
3

 
13
3

 
29
6

 
13
8

 
13
4

 
27
2

 
12
9

 
10
1

 
23
0

 
90 

48 
13
8

 
52
0

 
41
6

 
93
6

 

情
報

に
関

す
る

学
科

69
 

11
 

80
 

59
 

19
 

78
 

60
 

11
 

71
 

18
8

 
41

 
22
9

 
30 

55 
85 

33 
48 

81 
32 

35 
67 

7
 

3
 

10 
10
2

 
14
1

 
24
3

 

福
祉

に
関

す
る

学
科

5
 

9
 

14
 

10
 

11
 

21
 

7
 

7
 

14
 

22
 

27
 

49
 

体
育

に
関

す
る

学
科

29
 

8
 

37
 

21
 

19
 

40
 

28 
12 

40 
78

 
39

 
11
7

 

そ
の

他
の

専
門

学
科

43
9

 
40
7

 
84
6

 
44
1

 
39
0

 
83
1

 
47
2

 
34
3

 
81
5

 
1
,
3
5
2

 
1
,
1
4
0

 
2,
49
2

 
30 

55 
85 

33 
48 

81 
32 

35 
67 

7
 

3
 

10 
10
2

 
14
1

 
24
3

 

11
8

 
86

 
20
4

 
10
9

 
60

 
16
9

 
79

 
68

 
14
7

 
30
6

 
21
4

 
52
0

 
19
3

 
18
8

 
38
1

 
17
1

 
18
2

 
35
3

 
16
1

 
13
6

 
29
7

 
97 

51 
14
8

 
62
2

 
55
7

 
1
,
1
7
9

 

4
,
8
8
2

 
4
,
5
3
1

 
9,
41
3

 
4
,
7
2
7

 
4
,
3
4
4

 
9,
07
1

 
4
,
5
5
7

 
4
,
3
6
5

 
8,
92
2

 
1
4
,
1
6
6

 
1
3
,
2
4
0

 
27
,4
06

 

30
8

 
45
2

 
76
0

 
26
9

 
48
1

 
75
0

 
28
2

 
42
1

 
70
3

 
85
9

 
1
,
3
5
4

 
2,
21
3

 

工
業

に
関

す
る

学
科

16
5

 
15

 
18
0

 
15
5

 
22

 
17
7

 
14
3

 
23

 
16
6

 
46
3

 
60

 
52
3

 

そ
の

他
の

学
科

33
7

 
37
3

 
71
0

 
32
0

 
37
8

 
69
8

 
33
7

 
40
0

 
73
7

 
99
4

 
1
,
1
5
1

 
2,
14
5

 

81
0

 
84
0

 
1,
65
0

 
74
4

 
88
1

 
1,
62
5

 
76
2

 
84
4

 
1,
60
6

 
2
,
3
1
6

 
2
,
5
6
5

 
4,
88
1

 

5
,
6
9
2

 
5
,
3
7
1

 
11
,0
63

 
5
,
4
7
1

 
5
,
2
2
5

 
10
,6
96

 
5
,
3
1
9

 
5
,
2
0
9

 
10
,5
28

 
1
6
,
4
8
2

 
1
5
,
8
0
5

 
32
,2
87

 

２
学

年
３

学
年

区
　

　
分

普
通

科

府 　 　 　 　 立

計

普
通

科

１
学

年

専  門  学  科

総
合

学
科

公
立
高
等
学
校
　
府
立
市
立
別
・
学
科
別
・
学
年
別
・
男
女
別
生
徒
数

専 門 学 科

工
業

に
関

す
る

学
科

- 
- 

（
定
時
制
）

計
１

学
年

区
　

　
分

計
４

学
年

（
全
日
制
）

２
学

年
３

学
年

-
 

-
 

-
 

-
 

府 　 　 立

普
通

科

計

-
 

-
 

専 門 学 科

- 

普
通

科

総
合

学
科

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

男

37
2

  
  
 
  
  
 
 

合
　

　
計

（
通
信
制
）

女

40
4

  
  
 
  
  
 
 

計

77
6

  
  
 
  
  
 
 

合
　

　
計

計

専 門 学 科

京 　 都 　 市 　 立

京 都 市 立

区
　

　
分

府
　

　
立

計
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学
　
年
 

 
区
　
分

(
４
)

１
２

2
9

1
2
1

1
1
0

1
0
9

1
0
4

1
1
0

1
0
5

6
5
9

1
4
9

1
4
4

1
3
4

4
2
7

2
3
0

2
3
4

2
3
8

8
3

3
- 

7
1
6

1
,
8
3
1

(
１
)

８
- 

6
3

4
6

5
4

4
7

5
9

5
3

3
2
2

8
0

8
5

7
5

2
4
0

2
2
4

2
3
1

2
1
2

- 
- 

-
-

6
6
7

1
,
2
2
9

(
５
)

２
０

2
9

1
8
4

1
5
6

1
6
3

1
5
1

1
6
9

1
5
8

9
8
1

2
2
9

2
2
9

2
0
9

6
6
7

4
5
4

4
6
5

4
5
0

8
3

3
- 

1
,
3
8
3

3
,
0
6
0

※
（
　
）
内
は
分
校
で
外
数
で
あ
る
。

２ 　 　 　 学 　 　 　 年

３ 　 　 　 学 　 　 　 年

研 　 　 　 究 　 　 　 部

計

合 計

計

１ 　 　 　 学 　 　 　 年

２ 　 　 　 学 　 　 　 年

３ 　 　 　 学 　 　 　 年

１ 　 　 　 学 　 　 　 年

６ 学 年

計

１ 学 年

２ 学 年

３ 学 年

合
計

公
立

特
別

支
援

学
校

　
児

童
生

徒
数

本
科

専
攻

科

小
学

部
中

学
部

府
立

京
都

市
立

高
等

部

学
校
数

幼 稚 部

１ 学 年

２ 学 年

３ 学 年

４ 学 年

５ 学 年
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件 数
人

件 数
人

件 数
団 体

件 数
人

件 数
団 体

国
　

宝
5
3

7
6

4
4

4
2

1
5

8
2

3
0

1
8
6

重
　

文
3
0
6

7
3
3

5
0
0

4
2
8

1
8
5

7
4
9

2
8

2
5
1
,
9
1
5

1
6

登
　

録
6
4
9

6
4
9

1
1

2
1

1
4

(
1
2
)

国
　

宝
2
3
2

2
9
8

1
6
6

1
4
1

2
5
4

2
9
8

5
0

3
9
1
2

重
　

文
2
,
5
8
8
5
,
5
3
2
2
,
0
6
3
2
,
7
3
7
2
,
4
8
1
2
,
7
2
7

6
6
6

2
3
6

1
0
,
9
1
0

4
8

登
　

録
1
4
,
3
9
1
1
4
,
3
9
1

3
1

5
9

1
8

6
6

5
2

8
(
4
0
)

国
　

宝
2
3
%

2
6
%

2
7
%

3
0
%

6
%

2
8
%

6
%

0
%

2
0
%

重
　

文
1
2
%

1
3
%

2
4
%

1
6
%

7
%

2
7
%

4
%

1
1
%

1
8
%

登
　

録
5
%

5
%

3
3
%

1
1
%

1
1
%

1
7
%

1
7
%

8
%

（
注

）
１

　
国

宝
は

重
要

文
化

財
の

内
数

で
あ

る
。

　
　

　
２

　
特

別
史

跡
名

勝
天

然
記

念
物

は
史

跡
名

勝
天

然
記

念
物

の
内

数
で

あ
る

。
　

　
　

３
　

京
都

府
の

美
術

工
芸

品
の

件
数

は
、

京
都

府
内

の
文

化
財

所
有

者
が

所
蔵

し
て

い
る

件
数

で
あ

る
。

 
４

　
選

定
保

存
技

術
保

存
団

体
は

重
複

認
定

が
あ

る
た

め
、

（
）

内
は

実
団

体
数

を
示

す
。

3
6
%

3
3
%

1
2
%

1
2
%

0
%

0
%

2
%

3
%

4
%

5
%

2
9
%

2
5
%

1
2
9

5
5

6
7

4
4

1
3
8

5
1

3
1

3
1

2
2
8

3
3
7

7
3

比 率 A / B

8
%

4
%

1
3
%

9
%

1
%

1
6

1
7

1
6

1

全 国 Ｂ

1
6
5

3
,
2
6
8

3
8

5
4

3
3

5
1
0

3
7

京 都 府 Ａ

1
4

1
4
2

5
5

保
　

持
　

者
保

存
団

体

芸
能

工
芸

技
術

そ
の

他

有 　 　 　 形

無 　 　 　 形

名 勝 天 然 記 念 物

特 別 史 跡

天 然 記 念 物

史 跡 名 勝

保
　

　
持

　
　

者
保

存
団

体

4
6

書 跡 典 籍 古 文 書

考 古 資 料

歴 史 資 料

計

区
分

８
　
国
指
定
・
登
録
文
化
財
等
の
全
国
及
び
京
都
府
内
所
在
件
数
等
一
覧

令
和

７
年

４
月

１
日

現
在

種
別

建
　

造
　

物
美

　
術

　
工

　
芸

　
品

記
　

念
　

物
無

形
文

化
財

民
俗

文
化

財

重 要 文 化 的 景 観

建 造 物 群 保 存 地 区

重 要 伝 統 的

選
 
定

 
保

 
存

 
技

 
術

件 数

棟 （ 基 ） 数

絵 画

彫 刻

工 芸 品

(％
)
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種
別

Ｓ
5
7 ～

区
分

R
5

指
定

5
2
2

登
録

2
0
8

1
,
4
2
2

決
定

6
9

選
定

1
2

(
認

定
)

1
7

2
,
3
1
5

4
2

2
3

1
0

2
,
2
3
3

2
2
7

2
1

1
1
0
7

6
9

1
4

6
4

3
4

5
7

9
1

5
6

1
1

1
2

1
1

1
0

4
3

1
2
4

1
6
5

3
0

9
2
5

8
合

計
9
5
5

1
,
2
1
5

3
2
5

1
8
5

5
3

0
3
7

選 定
1
7

0
認 定

(
3
5
)

(
0
)

4
9

2
9

2
6

0
2
5

6
9

1
2
4

1
5

5
9
1

暫
定

登
録

7
4
5

7
4
5

2
4
1

1
1
6

1

7

暫 定 登 録
1
,
4
3
2

3
6

暫
定

登
録

決 定
7
0

0

0
1
2

2
4

4
6

7
0

0
0

0
0

0
0

0
1

8
1

2
3
8

0
登

録
8
1

1
3
7

8
9

9

指 定
5
7
6

6
登 録

2
2
0

0

0
2
0

1
5

1
6
3

0
1

6
0

1
4

3
1
0

1
1

2
1

2
7

1
1

1
2

1
1

1
0

1
7

4
7

4
0

1
3

2
9
6

8
指

定
1
2
9

3
3
3

7
6

6
0

4
3

合 　 　 　 計

年
 
度

 
別

 
件

 
数

区 分

R
6

件 数

 及 び 団 体

保 持 者

件 数

 及 び 団 体

保 持 者

件 数

 及 び 団 体

保 持 者

件 数

 及 び 団 体

保 持 者

名 勝

天 然 記 念 物

　 　 　 及 び 名 勝

天 然 記 念 物
計

件 数

保 持 者 及 び 団 体

計
風 俗 慣 習

民 俗 芸 能

計

史 跡

史 跡 及 び 名 勝

件 数

棟 （ 基 ） 数

絵 画

彫 刻

工 芸 品

書 跡 ・ 典 籍

古 文 書

９
　
京
都
府
指
定
・
登
録
文
化
財
等
件
数
一
覧

令
和

７
年

４
月

１
日

現
在

建
　

造
　

物
美

　
術

　
工

　
芸

　
品

無
　

形
　

文
　

化
　

財
有 形 民 俗 文 化 財

無
 
形

 
民

 
俗

文
 
化

 
財

記
　

念
　

物
文 化 財 環 境 保 全 地 区

選
定

保
存

技
術

考 古 資 料

歴 史 資 料

計

工
　

芸
 
・

技
　

術
芸

　
能

無
　
形
　
の

文
化
的
所
産

文 化 的 景 観

認
定

認
定

認
定

認
定

認
定

認
定

認
定

認
定

認
定

決
定

選
定

選
定
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10 京都府教育委員会名簿 

 

                                                （令和７年４月１日現在） 

  職             名   氏        名 

教 育 長 

教 育 長 職 務 代 理 者 

委 員 

〃 

〃 

教 育 次 長 

教 育 監 兼 学校危機管理監 

管 理 部 長 

指 導 部 長 

高 校 改 革 推 進 室 長 

  総 務 企 画 課 長 

 管 理 課 長 

教 職 員 企 画 課 長 

教 職 員 人 事 課 長 

福 利 課 長 

学 校 教 育 課 長 

特 別 支 援 教 育 課 長 

高 校 教 育 課 長 

教 育 Ｄ Ｘ 推 進 課 長 

保 健 体 育 課 長 

社 会 教 育 課 長 

文 化 財 保 護 課 長 

人 権 教 育 室 長 

幼 児 教 育 セ ン タ ー 長 

教 育 共 創 室 長 

乙 訓 教 育 局 長 

山 城 教 育 局 長 

南 丹 教 育 局 長 

中 丹 教 育 局 長 

丹 後 教 育 局 長 

総 合 教 育 セ ン タ ー 所 長 

図 書 館 長 

山 城 郷 土 資 料 館 長 

丹 後 郷 土 資 料 館 長 

前  川  明  範 

小  畑  英  明 

安  岡  良  介 

藤  本  明  弘 

鈴  鹿  可 奈 子 

大  路  達  夫 

山  下  俊  彦 

仲  井  宣  夫 

相  馬  直  子 

水  口  博  史 

南      有 紀 宏 

石  田  英  樹 

浅  野     徹 

吉  岡  伴  幸 

西  出  弘  一 

三  矢  哲  郎 

廣  田  一  幸 

小  西  良  尚 

今  野  勝  明 

井  上     哲 

田  中  英  一 

石  崎  善  久 

力  石  淳  嗣 

前  山  雅  宏 

藤  田  五  樹 

大  上  裕  之 

坂  田  康  一 

杉  本     学 

藤  澤  正  則 

安  藤  久 美 子 

山  本  康  一 

松  本  一  男 

福  島  孝  行 

岸  岡  貴  英 
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教育委員会名 教育長 教育委員会名 教育長

向日市 山 本 真 也 亀岡市
川 勝 哲 也
（任期は4月2日～）

長岡京市 西 村 文 則 南丹市 國 府 常 芳

大山崎町 南 顕 融 京丹波町 松 本 和 久

宇治市 木 上 晴 之 綾部市 小 林 治

城陽市 薮 内 孝 次 福知山市 廣 田 康 男

八幡市 川 中 尚 舞鶴市 廣 瀬 直 樹

京田辺市 山 岡 弘 高 宮津市 山 本 雅 弘

木津川市 竹 本 充 代 京丹後市 松 本 明 彦

久御山町 内 田 智 子 伊根町 岩 佐 好 正

井手町 中 田 邦 和 与謝野町 長 島 雅 彦

宇治田原町 南 亮 司
与謝野町宮津市

中学校組合
長 島 雅 彦

精華町 川 村 智

相楽東部
広域連合

石 橋 常 男
（ 職 務 代 理 者 ）

山
 

城

中
 

丹

丹
 

後

１１　京都府市町（組合）教育委員会 教育長一覧

（令和７年４月１日現在）

乙
 

訓

南
 

丹
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・京都府総合計画～あたたかい京都づくり～

・第２期京都府教育振興プラン～教育環境日本一を目指して～

を踏まえた施策を展開

令和７年度教育委員会重点施策

京都府教育委員会 事務概要（令和７年度） 別冊

豊かな学びの創造と確かな学力の育成

豊かな人間性の育成と多様性の尊重

健やかな身体の育成

学びを支える教育環境の整備

文化財の保存・継承・活用

学校・家庭・地域の連携・協働と社会教育の推進

子育て環境日本一・京都の実現

６

総合計画の重点ビジョン

文化の力で世界に貢献する京都の実現総合計画の重点ビジョン

１

２

３

４

５



京の高校生探究パートナーシップ事業

「京都探究エキスポ」の開催

○ 府立・市立高校が一堂に会し、学びの

成果を発表する京都探究エキスポを開催

（R6：参加校51校・参加者約1,100人）

～京の高校生探究パートナーシップ事業～

府立・京都市立高校の生徒達が交流し学びを深めていくことで、未来を切り

拓く人材の育成に繋げていくことを目的とする

「京都探究クエスト」の開催

① 豊かな学びの創造と確かな学力の育成

拡

新

○ 京都が世界に誇る歴史的建造物等の

文化財を舞台に、高校生と世界の第一線で

活躍するトップランナーとの交流会を開催

（府北部・南部で開催予定）

京の高校生探究パートナーシップ事業費 7百万円

１



２

「学び・繋がる未来の扉」京都プロジェクト

～「学び・繋がる未来の扉」京都プロジェクト～
経済的条件・地域条件に関わらず全ての子どもの夢を応援し、国際的に活躍したり、地域社会の発

展に貢献する人へと育ってもらうための教育環境をつくるプロジェクト

「学びのＷＥＢラボ」の活用

① 豊かな学びの創造と確かな学力の育成

拡

○ 異なる学校の生徒が地理的制約を越え
オンライン等で学び合う場を創出
（対象校を２０校程度に拡大（R6:６校））

＜交流会の様子＞ ＜プログラミング＞

府立学校どこでもスペシャル講座の開催拡

○ 他校の特別講義や大学連携講義等をオンラインで受講できる機会を創出
（発信校を１０校程度に拡大（R6:３校））

府立高校生の「海外探Ｑ留学」支援

○ 生徒の探究活動に係る留学費用を支援
（R6実績:カンボジアでの教育活動、ケニアでの自然保護活動等）

「学び・繋がる未来の扉」
京都プロジェクト事業費（一部） 13百万円



○ 情報技術を活用した探究的な学び等に取り組み、デジタル等
成長分野を支える人材を育成するための支援を行う

○ 令和５年度から本格実施した学びのパスポートを
活用し、児童生徒の学力向上や非認知能力の変容に
繋げる教育システムを展開
【参考：学びのパスポート】※全国初
小４～中３を対象に全員ＣＢＴで実施するとともに、学力の伸びが把握可能

なＩＲＴ手法を組み合わせた調査
※ＣＢＴ:コンピュータやタブレットを用いて行う調査方式
※ＩＲＴ: 問題や受験者が異なる場合であっても、問題の難易度をものさしとして
調査結果を比較可能にする理論（TOEFLや英検等で活用）

＜整備例＞
高性能ＰＣ、動画・画像編集ソフト、通信機器
理数教育設備、３Ｄプリンター、 など

実施校数：２５校程度（１校：5,000～12,000千円）

「教育ＤＸ」の推進

① 豊かな学びの創造と確かな学力の育成

京都府学力・学習状況調査（学びのパスポート）の実施

府立高校のＤＸの加速化（ＤＸハイスクール）

３

拡

京都式「教育ＤＸ」推進事業費（一部） 246百万円



４

地域の実情に応じた教育環境づくり

○ 府と市町村が一体となって「教育環境日本一」に向けた取組を進めるため、
地域の実情に応じた特色ある取組を支援

地域協働型教育の推進

○ 学校と地域、家庭との協働を進め、地域と共に教育課題を解決するため、
地域交響プロジェクト交付金を活用し、地域活動団体の取組を支援

対象者 市町村、広域連合及び中学校組合

補助率 原則１／２

区分 市町村特色枠、重点支援枠（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ事業）

令和６年度
取組事業例

○語学力向上と異文化理解のための留学支援
○増加する不登校児童生徒へのきめ細かな対応
○郷土愛を醸成するための地域資源を活かした部活動 等

① 豊かな学びの創造と確かな学力の育成

子どもの教育のための総合交付金 300百万円

子どもの教育のための総合交付金による教育環境の充実



○ 教育と福祉の総合的な連携による、切れ目ない支援の
充実に向けた校舎整備

【完成イメージ】

特別支援学校校舎等整備費（一部） 1,406百万円
医療的ケア児支援強化事業費 38百万円

７

令和９年度から供用開始予定

② 豊かな人間性の育成と多様性の尊重

特別支援教育の推進

向日が丘支援学校の整備推進

いじめ防止・不登校支援等 いじめ・不登校支援等総合推進事業費 632百万円

スクールカウンセラー等の配置 小・中・高全ての学校に配置

○ スクールカウンセラーやまなび・生活アドバイザー（スクール・ソーシャル・ワーカー）

等を学校へ配置

心の居場所サポーターの配置

○ 児童生徒への別室（相談室等）での学習支援や相談を実施

（教員や臨床心理士を志望する大学生等を任用）

○ 市町村の教育支援センターにスクールカウンセラー等を配置し、学校内

外を問わない個々の状況に応じた支援を実施

不登校児童生徒へのアウトリーチ支援

５



令和の京都式教育指導体制の推進

○ 児童生徒や学校の実態に即して、児童生徒の
確かな学力を定着させる「京都式少人数教育」
を引き続き実施

～京都式少人数教育～
（小学校）１・２年生 ２人の教員による指導が実施可能な教員を配置

３～６年生 30人程度の学級編制が可能な教員を配置
※市町村や学校が少人数授業、ﾃｨｰﾑﾃｨｰﾁﾝｸﾞ又は少人数学級を選択

（中学校）35人を超える学級規模の解消又は習熟度別授業が充実できる教員を配置

６

○ 予測困難な社会を生き抜く力として重要な
外国語や理系教育の指導体制を強化するため、
理科及び英語を中心とした専科教員を拡充
【Ｒ６：８０人程度→Ｒ７：１００人程度】

② 豊かな人間性の育成と多様性の尊重

小学校教科担任制の推進

京都式少人数教育の推進

令和の京都式教育指導体制推進費 4,472百万円

拡



スポーツに親しむことができる環境づくり

７

③ 健やかな身体の育成

地域部活動の推進

少子化の中でも将来にわたり子ども達が望むスポーツに親しむことができる機会

を確保するとともに、部活動に携わる教員の負担を軽減

拡

○ 部活動の地域移行に向けた市町の実証事業を支援

【Ｒ７：１０市町程度（Ｒ６：８市町）】

開放型地域クラブの設置

○ 府立高校を核に開放型地域クラブ発足へ向けた環境整備を支援

【Ｒ７：２校で設立準備 ⇒ Ｒ９：計１４校に】

部活動指導員の配置

○ 専門的指導員の配置により、部活動環境の充実と教員の負担軽減を図る
【府立学校：約６０人、中学校：約１２０人】

部活動活性化体制構築推進事業費 104百万円



○ 紙主体での管理をデジタル化し、効率的な管理運用を実現

８

④ 学びを支える教育環境の整備

学校における働き方改革と教員の人材確保①
スマートスクール推進事業費（一部） 22百万円
教職員の働き方改革推進費（一部） 576百万円

府立学校校務ＤＸの推進

学校業務検証事業

○ 教員の抜本的な業務削減に向けた方策を検討するワーキング
チームを設置し、モデル校において改善策を実践、効果検証

個々の児童生徒に向き合う時間を確保し、限られた時間の中で最大の教育効果を
発揮することができるように、教員の働き方改革等を推進

＜対象業務＞
成績管理、服務管理、健康診断情報、入試の電子出願

新

新

ワーキングチーム
大学教授、教育コンサルティング会社

市町教育委員会、府教育委員会 等

モデル校
【校種】小・中・府立学校 計４校
【期間】３年間



○ 初任者の業務負担軽減及び育成のために非常勤講師を配置し、
教育の質の向上を図る
（担任業務、授業準備、校務分掌、生徒指導等）

９

④ 学びを支える教育環境の整備

学校における働き方改革と教員の人材確保②

初任者（教員）への支援

教職志願者向け奨学金支援制度

新

○ 北部地域における教員不足を解消するため、日本学生支援機構の奨学金
の返還金を一部補助

対 象 者 北部採用枠で合格した新卒採用者

支援内容
卒業前２年間の第一種奨学金貸与額を

上限とし、１０年間に分けて補助

※北部：中丹以北の地域

○ 教員業務支援員を配置し、教員が教材研究等に注力できる環境を確保

教員業務支援員の配置

＜支援事例＞
学校行事や式典準備、学習プリントや家庭への配布物の印刷 等

教員人材確保・資質向上事業費（一部）2百万円
教職員の働き方改革推進費（一部） 576百万円



10

④ 学びを支える教育環境の整備

災害時における学びの確保

京都府災害時学校支援チーム（Ｄ－ＥＳＴ京都）の創設

○ 文部科学省が進める「被災地学び支援派遣等の枠組み（D-EST）」の京都版

能登半島地震での被災地活動による経験を踏まえ、災害発生後における学校教育

活動の早期再開に向けた支援体制の構築を図る

新

災害時学校支援チーム創設事業費 1百万円

<活動内容>

・教育活動の早期再開に向けた支援

・児童生徒等の心のケアに対する支援 など

デ ィ ー エ ス ト



あんしん「子育てー教育」京都プロジェクト

～あんしん「子育てー教育」京都プロジェクト～

市町村と連携し、産前から成人までの子を持つ親の「子育てから教育」の悩みに寄り添い、解決に

導くなど、安心して子育てができる環境づくりに取り組むプロジェクト

○ 保護者の不安や悩みに寄り添い、解決に導くための「子育てー教育
コンシェルジュ」を設置し、子育て・教育相談の体制を構築

トータルアドバイスセンター 専門家チーム

〇子育て世代の教育相談を実施

・電話・メール相談

・来所・巡回相談

〇府立学校専用電話・相談窓口

府立学校に通う児童生徒・

保護者用の専用窓口を設置

電話相談は24時間365日対応

〇府立学校や市町村教育委員会から
の困難事案に係る相談対応

〇ﾄｰﾀﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｽｾﾝﾀｰと連携して相談内
容の解決に向けた専門的支援

【チーム構成】

・学校問題解決支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（教員OB等）

・スクールロイヤー（法律専門家）

⑤ 学校・家庭・地域の連携・協働と社会教育の推進

「子育てー教育コンシェルジュ」の設置

あんしん「子育てー教育」
京都プロジェクト事業費 7百万円

11

連
携



災害発生時の文化財保護・早期復旧

ヘリテージマネージャーの育成

○ 京都市と連携し、府域で活動可能なヘリテージマネージャー（※）を育成

（実施主体：「京都文化財マネージャー育成実行委員会（仮称）」）

能登半島地震において、古民家や古文書など多くの文化財が被災

大規模災害発生時において、文化財の被災状況を速やかに把握する体制を構築し、

文化財の保護活動や早期復旧へとつなげる

新

⑥ 文化財の保存・継承・活用

※歴史的建造物の保全活用に係る専門家。災害発生時には文化財の被災状況の調査等を担う。

＜実行委員会主催の研修＞

「文化財マネージャー育成講座」（年間６６時間）の開催

⇒講座の受講完了をもってヘリテージマネージャーとして

名簿に登録

12

災害時文化財保護体制強化事業費 １百万円



丹後郷土資料館のリニューアル整備

○ 丹後地域の歴史・文化の探訪と観光の拠点施設となるハブ・ミュージアム
を目指し、リニューアルを実施

令和８年度リニューアルオープン予定

令和７年度：収蔵庫新設・本館改修・新館新設工事
令和８年度：本館改修・新館新設工事

【新館から望む天橋立】

～丹後郷土資料館リニューアルの概要～

【外観イメージ（東南側）】

地域に受け継がれた「丹後の歴史」と「未来」との融合

①歴史と重厚感ある「本館」は存置しリノベーション

②公開承認施設への対応など新たな機能と、天橋立を
望む空間を備えた「新館」を建築

⑥ 文化財の保存・継承・活用

文化財を核とした地域づくり

整備のコンセプト

ポイント

スケジュール（予定）

丹後郷土資料館整備推進費 3,198百万円

13
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１ 組織
京都府警察は、次の組織図のとおり警察本部（７部）、サイバー対策本部、京都市警察部、警察学校及び警察署

25署から成っている。

京都府警察組織図

西　京 警察署 宮　津 警察署

京丹後 警察署

　南 　警察署 福知山 警察署

　北　 警察署 舞  鶴 警察署

山  科 警察署 南　丹 警察署

右  京 警察署 綾  部 警察署

下  鴨 警察署 木  津 警察署

伏  見 警察署 亀  岡 警察署

中　京 警察署 八  幡 警察署

下　京 警察署 田  辺 警察署

上　京 警察署 宇  治 警察署

東  山 警察署 城  陽 警察署

京都市内を管轄する警察署

警 察 学 校

警 察 署

川  端 警察署 向日町 警察署

サ イ バ ー 企 画 課

サ イ バ ー 捜 査 課 サイバーサポートセンター

サイバー攻撃対策課

京 都 市 警 察 部 企 画 課

警 備 部
警 衛 警 護 課

外 事 課 国際テロリズム対策室

経済安全保障対策室

機 動 隊

高 速 道 路 交 通 警 察 隊

警 備 第 一 課 航　空　隊

警 備 第 二 課

公 安 課

駐車管理センター

交 通 捜 査 課

運 転 免 許 試 験 課 運転者教育室

京都駅前運転免許更新センタ－

交 通 機 動 隊

モビリティ対策室

交 通 規 制 課 交通管制センタ－

交 通 指 導 課 京都交通反則通告センタ－

鑑 識 課 機動鑑識隊

科 学 捜 査 研 究 所

捜 査 第 一 課 検視官室

捜 査 第 二 課

捜 査 第 三 課

交 通 部 舞鶴交通反則通告センタ－

機 動 捜 査 隊

交 通 企 画 課 交通指導室

交通戦略室

交通安全教育センター

少年事件特別捜査隊

生 活 保 安 課

京
都
府
公
安
委
員
会

京
都
府
警
察
本
部
長

地 域 課 地域指導室

地 域 部 騎　馬　隊

通 信 指 令 課

刑 事 部
捜 査 第 四 課 特殊詐欺対策室

機 動 警 ら 課 自動車警ら隊

沿岸警ら隊

鉄 道 警 察 隊

刑 事 企 画 課 刑事指導室

捜 査 第 五 課 国際捜査室

犯 罪 情 報 分 析 課

許可等事務審査室

生 活 安 全 部 人 身 安 全 対 策 課

少 年 課 少年サポートセンター

教 養 課 国際通訳センター

術科指導室

監 察 官 室

生 活 安 全 企 画 課 生活安全指導室

厚 生 課 健康管理センタ－

留 置 管 理 課 伏見留置センター

警 務 課 企画調整室

治安総合対策室

再編推進室

犯罪抑止対策室

総 務 部
照会センタ－

公 安 委員 会 補 佐 室

総 務 課 情報公開室

本部長秘書室

サイバー対策本部

広 報 応 接 課 音　楽　隊

会 計 課 施設管理室

監　査　室

装 備 課 自動車整備工場

取調べ監督室

情 報 管 理 課 ＤＸ推進室

情報管理技術センタ－

犯罪被害者支援室

警 務 部 事 務 管 理 課 勤務管理センター
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２　定員 

　　府条例で定められている定員は、次のとおりである。 

　警 察 官 　警　　視      179

 　警　　部  　　398

 　警 部 補    1,930

 　巡査部長 　 1,996

 　巡　　査    2,057

　　計  　6,560

　警察官以外の職員      657

  合　　　　　　計    7,217

３　所掌事務 

　(1) 警察本部 

　　ア　総務部 

　　　○  公安委員会の庶務に関すること。 

　　　○  機密に関すること。 

　　　○  公印の管守に関すること。 

　　　○  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 

　　　○  事務能率の増進に関すること。 

　　　○  警察統計（犯罪統計を除く。）に関すること。 

　　　○  広報に関すること。 

　　　○  情報の公開に関すること。 

　　　○  個人情報の保護に関すること。 

　　　○　予算、決算及び会計に関すること。 

　　　○　財産及び物品の管理及び処分に関すること。 

　　　○　会計の監査に関すること。 

　　　○　警察装備に関すること。 

　　　○　留置施設に関すること。 

　　　○　被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。 

　　　○　前記に掲げるもののほか、他の部又は機関の所掌に属しない事務に関すること。 

　　イ　警務部 

　　　○　人事、定員及び給与に関すること。 

　　　○　警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。 

　　　○　犯罪被害者等給付金に関すること。 

　　　○　オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律（平成20年法律第80

号）第３条第１項に規定する給付金に関すること。 

　　　○　国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律（平成28年法律第73号）第３条に規定する国外犯罪

被害弔慰金等に関すること。 

　　　○　福利厚生に関すること。 

　　　○　警察教養に関すること。 

　　　○　監察に関すること。 

　　ウ　生活安全部 

　　　○　犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。 

　　　○　犯罪の予防に関すること。 

　　　○　少年非行の防止に関すること。 

　　　○　保安警察に関すること。 
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　　エ　地域部 

　　　○　地域警察に関すること。 

　　　○　前記に掲げるもののほか、警らに関すること。 

　　オ　刑事部 

　　　○　刑事警察に関すること。 

　　　○　国際捜査共助に関すること。 

　　　○　犯罪鑑識に関すること。 

　　　○　犯罪統計に関すること。 

　　　○　暴力団対策に関すること。 

　　　○　薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。 

　　　○　組織犯罪の取締りに関すること（他部の所掌に属するものを除く。）。 

　　　○　犯罪による収益の移転防止に関すること。 

　　カ　交通部 

　　　○　交通警察に関すること。 

　　キ　警備部 

　　　○　警備警察に関すること。 

　　　○　警備実施に関すること。 

　　　○　機動隊に関すること。 

　　　○　災害警備に関すること。 

　　　○　緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。 

　　　○　警衛に関すること。 

　　　○　警護に関すること。 

　(2) サイバー対策本部 

　　○　サイバー対策に関すること。 

○　犯罪の取締りのための情報技術に係る解析の支援に関すること。 

　(3) 京都市警察部 

　　○　京都市及び関係機関との連絡調整に関すること。 

　　○　京都市の区域内に係る事務につき、警察本部長が別に定めるもの。 

　(4) 警察学校 

　　○　基本課程の教養に関すること。 

　　○　専門課程の教養に関すること。 

　　○　一般職員課程の教養に関すること。 

　　○　学校施設の維持管理に関すること。 
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４　令和７年度警察費予算一覧表                         　　　　　　　　　  （単位：千円） 

科　　　　　　目 予　　算　　額 説　　　　　　　　　　　　　明

 第９款　警察費 　　　　84,102,722  
   

   第１項　警察管理費 　      81,596,171  
         
     第１目　公安委員会費         　　17,641 　　公安委員会の運営に要する経費 

   
     第２目　警察本部費 　　　　75,569,134 　　警察官及び職員の給与並びに警察の 
  　一般運営に要する経費 

   
     第３目　装　備　費       　　 758,833 　　警察車両、ヘリコプター等の維持管 
  　理に要する経費 

   
     第４目　警察施設費   　　   5,212,391     交通安全施設の整備並びに警察施設　
  　の建替及び維持管理に要する経費 
  　 
　　 第５目　恩給及び退職  　　　　　 38,172 　　元警察職員の恩給及び扶助料に要す 
　　　　　　 年金費  　る経費 

   
 　第２項　警察活動費   　　　 2,506,551  

   
     第１目　警察活動費   　　　 2,506,551     警察活動に要する経費

 
５　刑法犯の認知・検挙状況 

　(1) 全刑法犯　 

 令　和　５　年 令　和　６　年 増　　減

区 分 

認知件数 検挙件数 認知件数 検挙件数 認知件数 検挙件数

凶悪犯 102 91 133 118 31 27 

粗暴犯 978 845 926 809 -52 -36 

窃盗犯 8,296 3,294 8,267 3,316 -29 22 

知能犯 582 344 719 404  137 60 

風俗犯 244 207 439 394 195 187 

その他 1,683 779 1,575 773 -108 -6 

合　計 11,885 5,560 12,059 5,814 174 254 
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　(2) 重要犯罪　 

 令　和　５　年 令　和　６　年 増　　減
区　分 

認知件数 検挙件数 認知件数 検挙件数 認知件数 検挙件数

殺　人 10 14 9 7 -1 -7

強　盗 20 19 21 21 1 2

放　火 22 17 17 16 -5 -1

不同意性交等 50 41 86 74 36 33

不同意わいせつ 110 96 132 112 22 16

略取・誘拐 6 7 8 7 2 ±0

合　計 218 194 273 237 55 43

 

　(3) 重要窃盗犯　 

 令　和　５　年 令　和　６　年 増　　減
区  分 

認知件数 検挙件数 認知件数 検挙件数 認知件数 検挙件数

侵  入  盗 394 335 384 306 -10 -29

住宅対象 217 199 148 105 -69 -94

そ の 他 177 136 236 201 59 65

自 動 車 盗 51 47 50 15 -1 -32

ひったくり 17 19 10 12 -7 -7

す   り 22 14 16 17 -6 3

合　計 484 415 460 350 -24 -65

 (注)　侵入盗の「住宅対象」とは、空き巣、忍込み、居空きをいう。 
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　(4) 街頭犯罪　 

 令　和　５　年 令　和　６　年 増　減
区　分 

認知件数 検挙件数 認知件数 検挙件数 認知件数 検挙件数

強　盗 12 11 10 11 -2 ±0

恐　喝 9 10 13 10 4 ±0

不同意わいせつ 41 40 32 30 -9 -10

ひったくり 17 19 10 12 -7 -7

車上ねらい 495 175 420 218 -75 43

自販機ねらい 26 2 40 33 14 31

自動車盗 51 47 50 15 -1 -32

オートバイ盗 268 35 330 102 62 67

自転車盗 3,109 225 2,997 276 -112 51

部品ねらい 191 172 187 14 -4 -158

器物損壊等 343 87 272 84 -71 -3

合　計 4,562 823 4,361 805 -201 -18

（注）「強盗」「恐喝」「不同意わいせつ」「器物損壊等」については、屋外で発生したものを計上している。

   

６　組織犯罪の検挙状況等 

  (1) 暴力団犯罪　 

 令　和　５　年 令　和　６　年 増　　減
区　分 

検挙件数 検挙人員 検挙件数 検挙人員 検挙件数 検挙人員

 殺　人 0 0 0 0 0 ±0
 
 強　盗 3 8 2 10 -1 2
 
 不同意性交等 0 0 0 0 0 ±0
刑 
 傷　害 21 25 21 27 0 2
 
法 恐　喝 8 13 7 11 -1 -2
 
 窃　盗 85 33 58 20 -27 -13
犯 

詐　欺 50 59 40 29 -10 -30

その他 76 72 64 43 -12 -29

小　計 243 210 192 140 -51 -70

 特 銃刀法 3 2 1 0 -2 -2
 
別 覚醒剤取締法 126 73 89 54 -37 -19
 
法 その他 91 57 83 49 -8 -8
 
犯 小　計 220 132 173 103 -47 -29

合　　計 463 342 365 243 -98 -99
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　(2) 特殊詐欺　 
 

 令　和　５　年 令　和　６　年 増　　減
手口別 

認知件数 検挙人員 認知件数 検挙人員 認知件数 検挙人員

オレオレ詐欺 22 17 62 10 +40 -7

預貯金詐欺 37 15 18 2 -19 -13

架 空 料 金 請 求 詐 欺 34 5 26 4 -8 -1

還 付 金詐 欺 28 0 14 2 -14 +2

キャッシュカード 59 18 75 15 +16 -3
 詐 欺 盗

そ の 他 9 2 6 1 -3 -1

合　　計 189 57 201 34 +12 -23

(注)その他は、融資保証金詐欺、金融商品詐欺、ギャンブル詐欺、交際あっせん詐欺及びその他 　　の特殊詐欺を含む。 
　 
　(3) 来日外国人による犯罪　 

 令　和　５　年 令　和　６　年 増　　減
区　分 

検挙件数 検挙人員 検挙件数 検挙人員 検挙件数 検挙人員

 凶悪犯 4 4 3 7 -1 +3
 
 粗暴犯 16 15 13 13 -3 -2
刑 
 窃盗犯 88 31 124 50 +36 +19
 
法 知能犯 8 9 4 5 -4 -4
 
 風俗犯 3 5 4 4 +1 -1
犯 
 その他 7 7 30 29 +23 +22
 

小　計 126 71 178 108 +52 +37

特 入管法 23 21 32 19 +9 -2
 

別 覚醒剤取締法 0 0 0 0 0 ±0
 

法 その他 26 26 33 37 +7 +11
 

犯 小　計 49 47 65 56 +16 +9

合　　計 175 118 243 164 +68 +46
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　(4) 拳銃等の押収状況　 

 　押収丁数 　　増　　減
区　分 

暴力団以外 暴力団以外

   
令和５年 ３ 　前年対比 

２    
＋５ 

                       
令和６年 ８ 

８ ＋６

 
 

  (5) 薬物事犯の検挙状況　　 

 令　和　５　年 令　和　６　年 増　　減
区　分 

検挙件数 検挙人員 検挙件数 検挙人員 検挙件数 検挙人員

覚醒剤 214 135 215 136 +1 +1

譲渡受 18 10 7 4 -11 -6

所　持 90 54 75 42 -15 -12

使　用 105 70 132 89 +27 +19

密輸入 1 1 0 0 -1 -1

その他 0 0 1 1 +1 +1

麻薬・あへん 13 9 46 20 +33 +11

大　麻 252 206 279 221 +27 +15

合　計 479 350 540 377 +61 +27

(注)その他は、麻薬特例法違反での検挙で覚醒剤事犯に関するものを含む。  
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７　風俗事犯等の検挙状況 

  (1) 風俗事犯等 

 令和５年 令和６年 増　　減
 区　　　　分

件 数 人 員 件 数 人 員 件 数 人 員

 風 営 適 正 化 法 事 犯 10 17 14 17 4 0 
 風

 売 春 防 止 法 事 犯 6 5 8 9 2 4 
 俗

 わ い せ つ 事 犯 4 1 4 3 0 2 
 事

 そ の 他 17 27 13 16 -4 -11 
 犯

小  　　　　 計 37 50 39 45 2 -5 

雇
 出入国･難民認定法事犯 3 2 6 2 3 0 

用
 

事
 労基法･職安法事犯 3 7 0 0 -3 -7 

犯
 

小　　　    計 6 9 6 2 0 -7 

合     　　　　計 43 59 45 47 2 -12 
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　(2) 生活経済事犯・環境事犯 

 令　和　５　年 令　和　６　年 増  減
区　　　　　　分 

件 数 人 員 件 数 人 員 件 数 人 員

 悪 質 商 法 事 犯 15 14 11 12 -4 -2 

 

生
 保 健 衛 生 事 犯 10 7 14 15 4 8 

活
 

経
 金 融 事 犯 5 1 9 7 4 6 

済
 

事
 知的財産権侵害事犯 31 17 12 18 -19 1 

犯
 

そ の 他 経 済 事 犯 11 17 8 9 -3 -8 

小　　　　　　計 72 56 54 61 -18 5 

環 環 境 事 犯 216 254 193 212 -23 -42 

境 

事 そ の 他 主 管 法 令 6 5 7 8 1 3 

犯 

小　　　　　　計 222 259 200 220 -22 -39 

合 　　　　    計 294 315 254 281 -40 -34 
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８　少年非行の概況 

区　　　　分 令和５年(人) 令和６年(人) 増  減

  犯 罪 少 年 403 450 47 

非  

 刑 法 犯 触 法 少 年 232 196 -36 

 

行 小　　　計 635 646 11 

 

  犯 罪 少 年 144 129 -15 

少  

 特別法犯 触 法 少 年 33 20 -13 

 

年
 小　　　計 177 149 -28 

ぐ 犯 少 年 4 3 -1 

      合　　　       計 816 798 -18 

区　　　　分 令和５年(人) 令和６年(人) 増  減

刑法犯総検挙人員(成人を含む。) 3,857 4,022 165 

うち犯罪少年の検挙人員 403  450  47  
（割合） （10.4％） （11.2％） （0.8Ｐ）

窃盗犯総検挙人員(成人を含む。) 1,869 1957 88 

うち犯罪少年の検挙人員 217  237  20  
（割合） （11.6％） （12.1％） （0.5Ｐ）

街頭犯罪総検挙人員(成人を含む。) 530 552 22 

うち犯罪少年の検挙人員 118  125  7  
（割合） （22.3％） （22.6％） （0.3Ｐ）

区　　　　分 令和５年(人) 令和６年(人) 増  減

不 良 行 為 少 年 27,727 33,528 5,801 

薬 物 乱 用 少 年 41 56 15 
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９　サイバー犯罪の検挙状況等 

 (1) サイバー犯罪の検挙状況                                                             

 令　和　５　年 令　和　６　年 増   減

区　　　　　　分 

件 数 人 員 件 数 人 員 件 数 人 員

不 正 ア ク セ ス 禁 止 法 17 5 8 2 -9 -3 

不正指令電磁的記録に関する罪 6 4 0 0 -6 -4 

電 磁 的 記 録 対 象 犯 罪 13 4 23 6 10 2 

ネ ッ ト ワ ー ク 利 用 犯 罪 215 132 170 113 -45 -19 

合   　　     計 251 145 201 121 -50 -24 

 (2) サイバー犯罪等に関する相談の受理件数                                          

区　　　　　　分 令和５年 令和６年 増　減

詐 欺 ・ 悪 質 商 法 等 に よ る 被 害 に 関 す る も の
 
2,882

 
3,347 465 

名誉毀損・誹謗中傷、脅迫による被害に関するもの
 
228

 
540 312 

不 正 ア ク セ ス に よ る 被 害
 
498

 
769 271 

不 正 プ ロ グ ラ ム に よ る 被 害 に 関 す る も の
 
63

 
26 -37 

個 人 情 報 の 窃 取 等
 
731

 
1,239 508 

不 審 メ ー ル 等 に よ る 被 害 に 関 す る も の
 
58

 
421 363 

違 法 情 報 ・ 有 害 情 報 の 通 報 等
 
394

 
142 -252 

そ の 他 （ サ イ バ ー 関 係 ）
 
679

 
484 -195 

合   　　     計 5,533 6,968 1,435 
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  10　交番、警ら用無線自動車、航空機等の現況（令和７年４月末現在） 

    (1) 交番・駐在所等 

交　番　等 交　　番 駐 在 所 警備派出所 合 　計

箇　　　所 193 98 ５ 296

    (2) 交番相談員 

配 置 先 等 配置警察署 配置交番 交番相談員数

配 置 数 25 158 158

    (3) 警ら用無線自動車 

配　置　先 機 動 警 ら 課 各 警 察 署 合　　　 計

台　　　数 22 78 100

    (4) 航空機及び船舶 

種　　　別 ヘ リ コ プ タ ー 船　　　　　　　　　舶

配　備　先 警 備 第 一 課 舞 鶴 署 宮 津 署 計

機（隻）数 ２ １ １ ２

 

  11　110番受理状況 

 令和５年 令和６年 増　　　減

区　　　分 

件　　数 １日平均 件　　数 １日平均 件　　数 １日平均

総 受 理 件 数 286,692 785 279,427 763 -7,265 -22

有効受理件数 216,866 594 227,512 622 10,646 28

 

  12　雑踏警備実施状況（令和６年中） 

種　　　別 祭　礼　等 公 営 競 技 合 計

人 出 数 5,971,105 2,463,855 8,434,960

従事警察官数 12,207 1,298 13,505

 　                                                                 （注）　数値は延べ概数である。 
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 13　交通事故の概要 
 　(1) 交通事故の発生状況  

   増　　　　　減
区　　　　分 令和５年 令和６年

増減数 率（％）

発生（件） 4,067 3,745 －322 －7.9

死者（人） 59 52 －7 －11.9

負 重傷者（人） 819 806 －13 －1.6
 
傷 軽傷者（人） 3,849 3,427 －422 －11.0
 
者 計 4,668 4,233 －435 －9.3

　 (2) 交通死亡事故の特徴  

 令和５年 令和６年 増　　減
区　　　　分 

構成比(%) 構成比(%) 増減数 率（％）

 子供（ 15歳以下） ２ 3.4 ０ －２ －100.0
 年齢別

 若年者（16～24歳） ６ 10.2 ５ 9.6 －１ －16.7（人）
 

高齢者（65歳以上） 35 59.3 29 55.8 －６ －17.1

 歩 行 中 15 25.4 20 38.5 ５ 33.3
 

状態別
 自 動 車 乗 車 中 22 37.3 11 21.2 －11 －50.0

（人）
 

二 輪 車 乗 車 中 10 16.9 15 28.8 ５ 50.0 
       

  原 付 車 乗 車 中 ５    8.5 ３    5.8 －２ －40.0

自 転 車 乗 車 中 ７ 11.9 ３ 5.8 －４ －57.1

 京 都 市 域 27 45.8 21 40.4 －６ －22.2地域別
 （人）

京 都 市 域 外 32 54.2 31 59.6 －１ －3.1

 昼 間 33 55.9 27 51.9 －６ －18.2時間別
 （人）

夜 間 26 44.1 25 48.1 －１ －3.8

 高 速 道 路 等 ２ 3.4 ３ 5.8 １ 50.0

路線別 

（人） 国 道 12 20.3 16 30.8 ４ 33.3

府道・市町村道等 45 76.3 33 63.5 －12 －26.7

　 (3) 高齢者の交通死亡事故の主な特徴（令和６年12月末）  

区　　分 件数・死者数 内　　訳

高 齢 運 転 者 が 
15

  65～74歳 ９（60.0％）
第 １ 当 事 者 

（前年比－４）
年 齢 層 別 

となる事故（件） 75歳以上 ６（40.0％）

   昼　　間 ５（33.3％）
  昼 　夜　 別 

歩　行　中
 

15
 夜　　間 10（66.7％）

（人）
 

（前年比＋５）
 
  １km以内 12（80.0％）

         自宅との距離 
１ k m 超 ３（20.0％）
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 14　交通安全施設の設置状況（令和７年３月末現在） 

区　　　　　　　　分 備　　　　考

交 電 光 式 交 通 情 報 板 基 42                  　　 

通  

管
 小 型 文 字 情 報 板 基 113  

制
       

機 光 ビ ー コ ン 基 1,219

器 

交 通 監 視 用 テ レ ビ 台 97

 定周期式 基  2,473 ※ 全信号機 

            　　 3,360　基中 

信 感応式 基  272      集中・系統式 

            　　 1,950　基 

号 押ボタン式 基 563 ※ 視覚障害者用付加装置 

 　　　　　　      574　基 

機 特殊(列車感知･ﾀﾌﾞﾚｯﾄ) 基 21 ※ 歩車分離式信号（一部歩車  

 分離を含む） 

一灯点滅式 基 31                　 122　基

 可変式 面 328 ※ 自発光式標識 

道 　　　　　　    　493　枚 

路 固定式 枚 4,159  

標 ※ 実線標示 

識 路側式 枚 175,527             　1,233.0　Km 

・    （うち高輝度標示） 

標 横断歩道 本 19,543                 309.3　Km 

示 ※ 図示標示 

自転車横断帯 本 2,647 　　　　　     93,602　個

    

 15　災害被害発生状況（令和６年中） 

区　　　分 台風 大雨 強風 高潮 地震 津波 雪害 合 計

 死　者 0 0 0 0 0 0 0 0

人 的 被 害 

負傷者 0 0 0 0 0 0 3 3

建 物 被 害 棟 0 1 0 0 0 0 0 1

  （注) 件数については、京都府集計（令和７年４月末現在の暫定値）による。 
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